
常勤 非常勤 常勤換算 平均勤続年数 平均経験年数 常勤 非常勤 常勤換算 平均勤続年数 平均経験年数 常勤 非常勤 常勤換算 平均勤続年数 平均経験年数 常勤 非常勤 常勤換算 平均勤続年数 平均経験年数 常勤 非常勤 常勤換算 平均勤続年数

1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 7 23.37 0 0 4 0 4 0

常勤 非常勤 平均経験年数 常勤 非常勤 平均経験年数 常勤 非常勤 平均経験年数 常勤 非常勤 平均経験年数 常勤 非常勤 平均経験年数 常勤 非常勤 平均経験年数 直接（有期） 直接（無期）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

1号 9:30 ～ 14:00 1号 ～

2号・3号 7:30 ～ 18:30 2号・3号 7:30 ～ 18:30

施設の所在地 596-0002 岸和田市 吉井町１－６－１５ 電話番号 072-443-5225

１．施設等に関する事項

施設の名称 春木カトリック幼稚園 種別 認定こども園ー幼保連携型 事業所番号

２・施設等を設置する法人に関する事項

法人の名称 学校法人　ザビエル学園 代表者職氏名 理事長 マンニ・ピエル・ジョルジョ

施設長の氏名 ベスコ・フラビオ 資格等、職名 園長

認可年月日 2019年4月1日 確認年月日 2019年4月1日

072-462-9600

府内に設置する保育所・幼稚園等 聖母幼稚園 貝塚カトリック幼稚園 カトリック天使幼稚園 海星幼稚園

設立年月日 1982年3月23日 主たる事務所所在地 泉佐野市 市場南２丁目６９番地 電話番号

保育教諭 調理員

1号利用定員（教育認定3歳以上） 2号利用定員（保育認定3歳以上） 3号利用定員（保育認定3歳未満） 利用定員（合計） 開所時間（平日） 開所時間（土曜）

従業者合計
（施設長・事務職員等を含み、

常勤換算した人数）

従業者1人あたりの

子どもの数
（利用定員÷従業者合計）

保育教諭の雇用形態

33.9 6.4

４．教育・保育等の内容に関する事項

助保育教諭 主幹養護教諭 養護教諭 養護助教諭 主幹栄養教諭 栄養教諭

３・施設等において教育・保育に従事する従業者

副園長 主幹保育教諭 指導保育教諭

遊戯室面積（㎡）

9 866.36 1041.4 0 46.2 545.53 237.1

90 90 36 216

学級数（3歳以上） 園舎面積（㎡） 園庭面積（㎡） 乳児室面積（㎡） ほふく室面積（㎡） 保育室面積（㎡）

カトリックの保育理念に従って教育及び保育を一体的に提供し、適切な
環境でその身体の順調な成長と精神の健全な発達を助長することを目
的とする。

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、キリスト教精神に
従って乳幼児を教育・保育し、健やかな成長のために適当な環境とカト
リック的な雰囲気の中で、その心身の発達を助長することを目的とする。

・１号認定は、園と保護者との誓約
により確定（定員に達してない場合
のみ）
・２・３号認定は市役所窓口にて申
請

・兄・姉が在園児・卒園児であれば
優先
・先着申し込み順（募集人数を超え
る多数の場合には抽選。抽選に漏
れた方の中で希望者にはキャンセ
ル待ちとして受付けることとする。）

相談、苦情受付窓口の設置,相談、
苦情に関する市町村実施事業へ
の協力

責任者の設置等の必要な体制整備を行うととも
に、職員に対する研修その他の必要な措置を
講じ、事故防止を図ります。子どもに発病、負傷
等の緊急事態が発生した場合には、保護者の
指定する緊急連絡先及び医療機関等に速や
かに連絡を行います。

※開所時間には、延長保育を除いた時間を記載しています。（例：730は7時30分を示します。）

運営方針 教育・保育の内容・特徴 利用手続等 選考基準 相談、苦情等の対応 事故発生の防止及び発生時の対応

５．教育・保育を利用するに当たっての利用料等
※選考基準とは、1号利用子どもについて定員を上回る申込みがあった場合の選考基準であり、「抽選」「申込順」「理念・
基本方針等に基づく選考」「その他」のうちいずれか。2号・3号は市町村による利用調整

利用料(保育料） 居住市町村が所得等に応じて定めた保育料及び施設が定めた実費徴収額、上乗せ徴収額

実費徴収 有り 給食費：4,000円　主食費：1,500円　バス利用料（利用者のみ）：4,300円　母の会会費：500円　等（全て月額） 上乗せ徴収 無し



平均経験年数

0

派遣労働

0

072-443-5225

072-462-9600

調理員

保育教諭の雇用形態

責任者の設置等の必要な体制整備を行うととも
に、職員に対する研修その他の必要な措置を
講じ、事故防止を図ります。子どもに発病、負傷
等の緊急事態が発生した場合には、保護者の
指定する緊急連絡先及び医療機関等に速や
かに連絡を行います。

事故発生の防止及び発生時の対応

居住市町村が所得等に応じて定めた保育料及び施設が定めた実費徴収額、上乗せ徴収額


